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監査報告 

独立行政法人通則法（以下「通則法」という。）第19条第4項及び同法第38条第2項の規定に基づ

き、独立行政法人情報処理推進機構（以下「機構」という。）の平成28事業年度（平成28年4月1日

～平成29年3月31日）の業務、事業報告書、財務諸表（貸借対照表、損益計算書、利益の処分又は

損失の処理に関する書類(案)、キャッシュ・フロー計算書、行政サービス実施コスト計算書及びこ

れらの附属明細書）及び決算報告書並びに連結財務諸表（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結

キャッシュ・フロー計算書、連結剰余金計算書及び連結附属明細書）について監査を実施し、その

方法及び結果を取りまとめたので、以下のとおり報告する。 

Ⅰ 監査の方法及びその内容 

  この監査報告は、以下の方法に基づき、機構の当該事業年度に係る業務の運営、事業報告書及

び財務諸表等の監査を行い、作成した。 

１． 監査計画の策定等 

平成28事業年度の監査計画に基づき、理事長、理事、監査室、戦略企画部、その他職員（以

下「役職員等」という。）と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めた。そ

の際、特に中期計画の達成に向けた業務の遂行状況、内部統制システムの整備及び運用の状

況、独立行政法人会計基準改訂への対応状況を重点監査項目とした。 

２． 職務の執行状況調査 

役員会その他重要な会議に出席し、役職員等からその職務の執行状況について報告を受け、

必要に応じて説明を求め、機構の業務、財産の状況及び主務大臣に提出する書類を調査した。 

３．内部統制システムの整備及び運用状況の調査 

役員（監事を除く。以下「役員」という。）の職務の執行が通則法、個別法又は他の法令に

適合することを確保するための体制その他法人の業務の適正を確保するための体制（以下「内

部統制システム」という。）について、役職員等からその整備及び運用の状況について報告を

受け、必要に応じて説明を求めた。 

４．子法人の業務及び財産の状況の調査 

 子法人である株式会社石川県ＩＴ総合人材育成センターに赴き、子法人の役員等より前年度

の業務及び決算等の状況を聴取し、内容の確認をするとともに、意思疎通及び情報の交換を行

った。また、必要に応じて子法人から事業進捗について報告を受けた。 

５．会計監査人の適正性等の調査 

当該事業年度に係る財務諸表及び決算報告書並びに連結財務諸表（以下「財務諸表等」とい

う。）について検証するに当たっては、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適切な監査

を実施しているかを監視及び検討するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について

報告を受け、必要に応じて説明を求めた。また、会計監査人から会社計算規則第131条で定め

る「会計監査人の職務の遂行に関する事項」と同様の事項の通知を受け、必要に応じて説明を

求めた。 
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Ⅱ 監査の結果 

１．機構の業務が、法令等に従い適正に実施されているかどうか及び中期目標の着実な達成に向

け効果的かつ効率的に実施されているかどうかについての意見 

機構の業務は、関係諸法令及び機構業務方法書その他の諸規程等を遵守のうえ、第3期中期

計画及び平成28年度計画に従い適正に実施され、また、中期目標の着実な達成に向け効果的か

つ効率的に実施されているものと認める。 

特に平成28年度においては、 

① 4月22日に「サイバーセキュリティ基本法」及び「情報処理の促進に関する法律」が改

正、7月に中期目標の変更が行われ、10月に中期計画の変更を行った。新規業務が大幅

に追加されたが、これらを着実に遂行していくため、人的リソースの確保や体制変更、

及び業務の執行管理を適切に実施した。

② 政府全体のサイバーセキュリティの強化に資するため、独法等に対するサイバー攻撃を

監視する体制を構築し、独法等の情報セキュリティに関する監査業務を開始、また、不

足しているサイバーセキュリティ対策を担う実践的な能力を有する人材を確保するため

の国家資格「情報処理安全確保支援士」制度創設、さらに、社会インフラ・産業基盤の

サイバーセキュリティ対策の抜本的な強化を目指した「産業サイバーセキュリティセン

ター」の発足に向けても体制等を強化した。

③ 老朽化した基幹業務システムをパッケージ製品の導入により効率的に刷新。これによ

り、IT全般統制及びIT業務処理統制が確実に強化され、職員の業務効率も確実に向上し

た。

④ 平成28年度春期試験前日に発生した熊本地震の際は、速やかに九州地方の試験の中止の

判断を行い、応募者への周知及びその後の対応を適切に実施した。

⑤ 戦略的広報の実施により、報道件数（テレビ、ラジオ、新聞雑誌）やSNS等の閲覧数、

機構のサイトアクセス数が大幅に増加しており、国民の機構認知度が大きく向上した。

理事長は、業務執行、内外への情報発信、リスク管理及び内部統制等に関し、リーダーシ

ップを発揮していることを認める。 

２． 機構の内部統制システムの整備及び運用についての意見 

 内部統制システムに関する機構業務方法書の記載内容及びそれに従って制定された各規

程の内容は妥当なものであり、平成28年度の内部統制システムの整備及び運用は適正に実

施されているものと認める。 

 また、内部統制システムに関する理事長の職務の執行について、指摘すべき重大な事項

は認められない。 

３．機構の役員の職務の執行に関し、不正の行為又は法令等に違反する重大な事実があったとき

は、その事実 

役員の職務の執行に関する不正の行為又は法令等に違反する重大な事実は認められない。 
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４．財務諸表等についての意見 

（１） 財務諸表（貸借対照表、損益計算書、キャッシュ・フロー計算書、行政サービス実施コ

スト計算書及び附属明細書）及び連結財務諸表（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結

キャッシュ・フロー計算書、連結剰余金計算書及び連結附属明細書）は、独立行政法人会

計基準及び一般に公正妥当と認められる会計基準に準拠して作成されており、機構の財政

状態、運営状況、キャッシュ・フローの状況及び行政サービス実施コストの状況をすべて

の重要な点において適正に表示しているものと認める。 

（２）利益の処分又は損失の処理に関する書類（案）は、法令に適合しているものと認める。

（３）決算報告書は、機構の予算区分に従って決算の状況を正しく示しているものと認める。

（４）財務諸表等に係る会計監査人優成監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認める。

５．事業報告書についての意見 

平成28年度事業報告書は、法令に従い、機構の状況を正しく示しているものと認める。 

６．監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由 

該当事項なし。 

Ⅲ 独立行政法人改革等に関する基本的な方針等過去の閣議決定において定められた監査事項につ

いての意見 

閣議決定等に基づき独立行政法人を対象とした政府及び行政改革推進本部等からの要請（給与

水準の適正化、機構の長の報酬水準、契約の適正化、保有資産の見直し、情報開示及び公益法人

等への会費支出など）に係る措置については、それぞれ適切に対応されているものと認める。 

（１）給与水準の状況について

国家公務員との比較では、平成28年度の対国家公務員ラスパイレス指数は114.9である。

ラスパイレス指数が国家公務員よりも高い理由として、機構職員の勤務地が全て1級地

（東京都特別区）であること、また機構職員の資質として高度な情報技術に関する専門性

が求められるため、比較的学歴が高い者が職員構成の多くを占めていることが挙げられ

る。 

しかし、地域・学歴を勘案した場合、対国家公務員ラスパイレス指数は97.1（平成28年

度、総務省集計結果）となっており、職員の勤務地域、学歴を勘案した場合、機構職員の

給与水準は国家公務員よりも低く適切なものと認める。 

職員の給与は、機構ウェブサイトにおいて、総務大臣が定める様式により公開するとと

もに、対国家公務員ラスパイレス指数についても説明されており、適切に開示されている

ものと認める。 
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（２）理事長の報酬水準について

理事長の月例支給額は役員報酬規程に定められており、月例支給額以外の業績給は主務大

臣における評価結果に適切に対応している。 

また、「独立行政法人改革等に関する基本的な方針（平成25年12月24日閣議決定）」を

踏まえ、理事長の報酬は国家公務員指定職俸給表6号俸（外局長官クラス）相当であり、理

事長の役割、職責の重要度や求められる能力等に鑑みると報酬水準は妥当なものと認め

る。 

理事長及び他の役員の報酬については、機構ウェブサイトにおいて、総務大臣が定める

様式により公開しており、適切に開示されているものと認める。 

（３）契約の適正化について

真の競争性確保の観点から、随意契約の状況、一者応札・一者応募の状況、非効率取引の

有無を中心に監査した。また、外部委員3名、監事2名の5名で構成される契約監視委員会を

平成28年11月29日と平成29年6月2日に開催し、これらの状況について点検を実施し、適切な

状況であることを確認した。 

また、「独立行政法人における調達等合理化の取組の推進について」（平成27年5月25日

総務大臣決定）の要請を受け「平成28年度独立行政法人情報処理推進機構調達等合理化計

画」を策定し調達等合理化の取組を推進してきたが、平成29年6月2日開催の契約監視委員会

において、その結果について点検を受け、重点的に取り組む分野の目標が達成されているこ

とを確認した。 

機構においては、契約監視委員会の意見・指摘事項等を踏まえ、また、調達等合理化計画

に基づき、一者応札・一者応募や非効率取引の低減に向けた取組みを推進し、契約の更なる

適正化を図っていることを認める。 

＜平成 28年度の契約実績（平成 27年度との比較）＞ 

 （単位：件、千円） 
平成 27年度 平成 28年度 比較増△減1 

件数 金額 件数 金額 件数 金額 

競争入札

など 

(39.4%) 

41 

(71.3%) 

2,739,815 

(43.7%) 

73 

(61.0%) 

4,636,153 

(78.0%) 

32 

( 69.2%) 

1,896,337 

企画競

争・公募 

(44.2%) 

46 

(12.1%) 

465,712 

(43.1%) 

72 

(24.1%) 

1,831,953 

(56.5%) 

26 

(293.4%) 

1,366,242 

競争性の

ある契約

（小計） 

(83.7%) 

87 

(83.4%) 

3,205,527 

(86.8%) 

145 

(85.1%) 

6,468,106 

(66.7%) 

58 

(101.8%) 

3,262,579 

競争性の

ない随意

契約 

(16.3%) 

17 

(16.6%) 

637,903 

(13.2%) 

22 

(14.9%) 

1,130,458 

(29.4%) 

5 

(77.2%) 

492,556 

合 計 
(100%) 

104 

(100%) 

3,843,430 

(100%) 

167 

(100%) 

7,598,564 

(60.6%) 

63 

(97.7%) 

3,755,134 

（注 1） 計数は、それぞれ四捨五入しているため、合計において一致しない場合がある。 

（注 2） 比較増△減の（ ）書きは、平成 28年度の対 27年度伸率である。 
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 （４）保有資産の見直しについて 

 

    該当保有資産なし。 

 

 （５）機構の情報開示について 

 

    機構に関する情報開示ついては、国民の情報へのアクセスを容易するため、機構のウェブ

サイトに 、①独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律に基づく公表事項、 ②独

立行政法人通則法に基づく公表事項、③その他法令、 ガイドラン等に基づく公表事項に区

分し、必要となる情報を適時適切に開示していることを認める。 

 

 （６）公益法人への会費等支出について 

 

    行政改革実行本部通達（平成24年3月23日付け）にて平成24年度より、公益法人等に対す

る会費の見直し、四半期毎の公表、及び監事による精査が義務づけられたことから、平成28

年度は、1つの公益法人等に対して会費支出を行っているが、従前より真に必要なものに限

定されており、必然性も明確であることを認める。なお、当該会費は公表対象（年10万円未

満のものを除く。）であり、四半期ごとに支出先、名目・趣旨金額等の事項を機構のウェブ

サイトにおいて公表していることを認める。 

 

 

 

平成29年6月27日 

独立行政法人情報処理推進機構 

 

                         監  事   山田 浩二  ㊞       

 

監事（非常勤）  宮地 充子  ㊞       
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独立監査人の監査報告書 
 

平成２９年６月２０日 

独立行政法人 情報処理推進機構 

 理事長 富 田 達 夫 殿 

 

優 成 監 査 法 人  

指 定 社 員 
 

業務執行社員 
 公認会計士 宮 崎  哲 ㊞ 

指 定 社 員 
 

業務執行社員 
 公認会計士 陶 江  徹 ㊞ 

指 定 社 員 
 

業務執行社員 
 公認会計士 石 上  卓 哉 ㊞ 

 
＜財務諸表監査＞ 
 当監査法人は、独立行政法人通則法（以下「通則法」という。）第３９条の規定に基づき、独立行政法人情報処理推
進機構の平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日までの第１４期事業年度のすべての勘定に係る勘定別利益の処
分又は損失の処理に関する書類（案）を除く財務諸表、すなわち、すべての勘定に係る勘定別貸借対照表、勘定別損益
計算書、勘定別キャッシュ・フロー計算書、勘定別行政サービス実施コスト計算書、重要な会計方針、その他の注記及
び勘定別附属明細書からなる勘定別財務諸表並びに法人単位貸借対照表、法人単位損益計算書、法人単位キャッシュ・
フロー計算書、法人単位行政サービス実施コスト計算書、重要な会計方針、その他の注記及び法人単位附属明細書から
なる法人単位財務諸表について監査を行った。 
 
財務諸表に対する独立行政法人の長の責任 
 独立行政法人の長の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる独立行政法人の会計の基準に準拠して財務
諸表（すべての勘定に係る勘定別利益の処分又は損失の処理に関する書類（案）を除く。以下同じ。）を作成し適正に
表示することにある。これには、不正及び誤謬並びに違法行為による重要な虚偽の表示のない財務諸表を作成し適正に
表示するために独立行政法人の長が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 
 
会計監査人の責任 
 当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明すること
にある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる独立行政法人の監査の基準に準拠して監査を行っ
た。この監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、監査
計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。監査は、独立行政法人の長又はその他の役員若しくは
職員による不正及び誤謬並びに違法行為が財務諸表に重要な虚偽の表示をもたらす要因となる場合があることに十分留
意して計画される。 
 監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監
査法人の判断により、不正及び誤謬並びに違法行為による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及
び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する
内部統制を検討する。また、監査には、独立行政法人の長が採用した会計方針及びその適用方法並びに独立行政法人の
長によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。 
 当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。この基礎には、当監査法
人が監査を実施した範囲においては、財務諸表に重要な虚偽の表示をもたらす独立行政法人の長又はその他の役員若し
くは職員による不正及び誤謬並びに違法行為の存在は認められなかったとの事実を含んでいる。なお、当監査法人が実
施した監査は、財務諸表の重要な虚偽の表示の要因とならない独立行政法人の長又はその他の役員若しくは職員による
不正及び誤謬並びに違法行為の有無について意見を述べるものではない。 
 
監査意見 
 当監査法人は、上記の事業化勘定、試験勘定、一般勘定及び地域事業出資業務勘定に係る各勘定別財務諸表並びに法
人単位財務諸表が我が国において一般に公正妥当と認められる独立行政法人の会計の基準に準拠して、独立行政法人情
報処理推進機構の各勘定及び法人単位の財政状態、運営状況、キャッシュ・フローの状況及び行政サービス実施コスト
の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 
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＜利益の処分又は損失の処理に関する書類（案）、事業報告書（会計に関する部分に限る。）及び決算報告書に対する
報告＞ 
当監査法人は、通則法第３９条の規定に基づき、独立行政法人情報処理推進機構の平成２８年４月１日から平成２９

年３月３１日までの第１４期事業年度の各勘定に係る利益の処分又は損失の処理に関する書類（案）、事業報告書（会
計に関する部分に限る。）並びに各勘定に係る決算報告書及び法人単位決算報告書について監査を行った。なお、事業
報告書について監査の対象とした会計に関する部分は、事業報告書に記載されている事項のうち会計帳簿の記録に基づ
く記載部分である。ただし、当監査法人は、第１１期事業年度に会計監査人に選任されたので、事業報告書に記載され
ている事項のうち第１０期事業年度の会計に関する部分は、前任監査人の監査を受けた財務諸表に基づき記載されてい
る。 
 
利益の処分又は損失の処理に関する書類（案）、事業報告書及び決算報告書に対する独立行政法人の長の責任 
 独立行政法人の長の責任は、法令に適合した利益の処分又は損失の処理に関する書類（案）を作成すること、独立行
政法人情報処理推進機構の財政状態及び運営状況を正しく示す事業報告書を作成すること並びに予算の区分に従って、
一定の事業等のまとまりごとに決算の状況を正しく示す決算報告書を作成することにある。 
 
会計監査人の責任 
 当監査法人の責任は、利益の処分又は損失の処理に関する書類（案）が法令に適合して作成されているか、事業報告
書（会計に関する部分に限る。）が財政状態及び運営状況を正しく示しているか並びに決算報告書が予算の区分に従っ
て、一定の事業等のまとまりごとに決算の状況を正しく示しているかについて、独立の立場から報告することにある。 
 
利益の処分又は損失の処理に関する書類（案）、事業報告書（会計に関する部分に限る。）及び決算報告書に対する報
告 
 当監査法人の報告は次のとおりである。 

(1) 各勘定に係る利益の処分又は損失の処理に関する書類（案）は、法令に適合しているものと認める。 
(2) 事業報告書（第１１期事業年度以降の各事業年度の会計に関する部分に限る。）は、独立行政法人情報処理推進

機構の財政状態及び運営状況を正しく示しているものと認める。 
(3) 各勘定に係る決算報告書及び法人単位決算報告書は、独立行政法人の長による予算の区分に従って、一定の事業

等のまとまりごとに決算の状況を正しく示しているものと認める。 
 
利害関係 
 独立行政法人と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 
 

以  上  
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独立監査人の監査報告書 
 

平成２９年６月２０日 

独立行政法人 情報処理推進機構 

  理事長 富 田 達 夫 殿 

 

優 成 監 査 法 人  

指 定 社 員 
 

業務執行社員 
 公認会計士 宮 崎  哲 ㊞ 

指 定 社 員 
 

業務執行社員 
 公認会計士 陶 江  徹 ㊞ 

指 定 社 員 
 

業務執行社員 
 公認会計士 石 上  卓 哉 ㊞ 

 
 当監査法人は、独立行政法人通則法第３９条の規定に基づき、独立行政法人情報処理推進機構の平成２８年４月１日
から平成２９年３月３１日までの第１４期事業年度の連結財務諸表、すなわち、地域事業出資業務勘定に係る勘定別連
結貸借対照表、勘定別連結損益計算書、勘定別連結キャッシュ・フロー計算書、勘定別連結剰余金計算書、重要な会計
方針、その他の注記及び勘定別連結附属明細書（関連公益法人等の計算書類及び事業報告書等に基づき記載している部
分を除く。）からなる勘定別連結財務諸表並びに法人単位連結貸借対照表、法人単位連結損益計算書、法人単位連結キ
ャッシュ・フロー計算書、重要な会計方針、その他の注記及び法人単位連結附属明細書（関連公益法人等の計算書類及
び事業報告書等に基づき記載している部分を除く。）からなる法人単位連結財務諸表について監査を行った。 
 
連結財務諸表に対する独立行政法人の長の責任 
 独立行政法人の長の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる独立行政法人の会計の基準に準拠して連結
財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正及び誤謬並びに違法行為による重要な虚偽の表示のない
連結財務諸表を作成し適正に表示するために独立行政法人の長が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含
まれる。 

 
会計監査人の責任 
 当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明する
ことにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる独立行政法人の監査の基準に準拠して監査を
行った。この監査の基準は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得るため
に、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。 
 監査においては、連結財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、
当監査法人の判断により、不正及び誤謬並びに違法行為による連結財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づい
て選択及び適用される。連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結財務諸表の作成と適
正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、独立行政法人の長が採用した会計方針及びその適用方法並
びに独立行政法人の長によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することが含まれ
る。 
 当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。 
 
監査意見 
 当監査法人は、上記の地域事業出資業務勘定に係る勘定別連結財務諸表（関連公益法人等の計算書類及び事業報告書
等に基づき記載している部分を除く。）及び法人単位連結財務諸表（関連公益法人等の計算書類及び事業報告書等に基
づき記載している部分を除く。）が我が国において一般に公正妥当と認められる独立行政法人の会計の基準に準拠して、
独立行政法人情報処理推進機構及び特定関連会社の財政状態、運営状況及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要
な点において適正に表示しているものと認める。 
 
利害関係 
 独立行政法人と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 
 

以  上 

197



198


	空白ページ
	空白ページ
	空白ページ
	空白ページ



